
 

 農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 25年 法 律 第 101号 ）

第 18条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 令 和 ５ 年 10月 19日 に 農 地 中 間 管 理 機 構

公 益 財 団 法 人 え ひ め 農 林 漁 業 振 興 機 構 か ら 認 可 申 請 の あ っ た 農 用 地

利 用 集 積 等 促 進 計 画 を 、 同 法 第 18条 第 ５ 項 の 規 定 に 基 づ き 認 可 し た

の で 、 同 法 第 18条 第 ７ 項 の 規 定 に よ り 公 告 し ま す 。  

  令 和 ５ 年 10月 3 1日  

            愛 媛 県 知 事  中  村  時  広       

 

 

１  農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 の 概 要   

賃 借 権 の 設 定 等 を 受 け る 者  
賃 借 権 の 設 定 等 を 受 け る 土 地  

氏 名 又 は 名 称  住    所  

木 下  登 善  宇 和 島 市  愛 媛 県 宇 和 島 市 吉 田 町 法 華 津 乙 2 7  

 

２  認 可 年 月 日  

   令 和 ５ 年 10月 30日  

 


